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土
地
区
画
整
理
法

集
落
地
域
整
備
法

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律

生
産
緑
地
法

都
市
緑
地
法

港
湾
法

駐
車
場
法

建
築
基
準
法

新
住
宅
市
街
地
開
発
法

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

景
観
法

都
市
再
生
特
別
措
置
法

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法

文
化
財
保
護
法

官
公
庁
施
設
の
建
設
等
に
関
す
る
法
律

と
畜
場
法

卸
売
市
場
法

運
河
法

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律

都
市
再
開
発
法

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

都
市
再
開
発
法

河
川
法

下
水
道
法

都
市
公
園
法

駐
車
場
法

軌
道
法

鉄
道
事
業
法

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

都
市
再
開
発
法

都
市
再
開
発
法

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

市
民
農
園
整
備
促
進
法

道
路
法

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

新
都
市
基
盤
整
備
法

屋
外
広
告
物
法

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の
適
正
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に
伴
う
宅
地
促
進
臨
時
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置
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民
間
事
業
者
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能
力
の
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に
よ
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特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
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す
る
臨
時
措
置
法

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
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促
進
に
関
す
る
法
律

国
際
観
光
文
化
都
市
の
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律

環
境
影
響
評
価
法

（都市再開発方針等）

（土地利用基本計画）
（国土利用計画）

別表－２  都市計画法関係法体系

（自然公園地域）
（自然保全地域）

森林法
（農業地域）
（森林地域）

都
市
計
画
法

農業振興地域の整備に関する法律

国土利用計画法

（都市地域）

土地基本法
国土形成計画法（国土形成計画）
多極分散型国土形成促進法
首都圏整備法
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
山村振興法

（その他）

その他

（地域地区） （促進区域） （都市施設） （市街地開発事業）（地区計画等）

自然公園法
自然環境保全法



 

都市計画の提案制度のフロー図（松戸市）             別紙 

 

 

提案書等の提出 

（第 2 号～８号様式） 

提案者へ訂正依頼（通知） 

（第 1６号様式） 

松戸市は提案に基づく都市計画の決定又は変更の必要性の有無について判断 

（松戸市都市計画提案評価委員会） 

都市計画を定めない 

（必要なし） 

松戸市都市計画審議会 

都市計画案を諮問 

 土地所有者等による都市計画の提案  

判断結果と理由を提案者へ通知 

（第 1２号様式・第 1３号様式） 

都市計画の案の概要（原案）の公告・縦覧 

公聴会の開催 

都市計画の案の作成 

県との事前協議 

都市計画案の公告・縦覧（意見の提出） 

 

 

：提案者側の動き 

：市側の動き 

松戸市都市計画審議会（事前説明） 

都市計画案の概要（原案）の修正 

 

不備等 

有り 

※取下げは随時行うことができます 

県との修正報告・修正協議 

提案に基づく都市計画案の 

概要（原案）＜行政素案＞の作成 

県等関係機関と下協議 

都市計画決定（変更）の必要がない旨と

理由を提案者へ通知（第 1４号様式） 

行政素案の作成を提案者へ通知 

（第 1１号様式） 

訂正 

提案書の不受理（3 カ月経過しても訂正されない場合） 

提案者へ不受理通知 （第 1７号様式） 
不備等無し 

必要があると認めるとき 必要がないと認めるとき、又は、 

提案に係る都市計画の素案の内容 

を一部変更する場合 

松戸市都市計画審議会 

都市計画の提案の素案を提出し、 

松戸市の意見を付して意見を聴く 

都市計画を定める 

（必要あり） 

千葉県と協議 

都市計画決定（変更）を提案者へ通知 

（第 1５号様式） 

都市計画の決定（変更）の告示・縦覧 

・都市計画の素案作成 

・土地所有者等及び周辺住民への説明 

・関係機関との調整 など 

・都市計画提案評価委員会の開催 

・専門家等からの意見聴取 

・都市計画審議会への報告 など 

・事前相談（提案事前相談書（第１号様式）の提出） 


